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指
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…
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地
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課
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平
成
七
年
東
京
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三
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三
十
二
号
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京
都
の
指

定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融

機
関
）
の
一
部
改
正
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）…
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告

示
（
選
）

○
政
治
団
体
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収
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報
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要
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平
成
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収
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…
二三

○
政
治
団
体
の
収
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…
二四

○
政
治
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体
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収
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書
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分
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回
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二五

公

告

○
街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
二九

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
三〇

雑

報

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
三〇

規

則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
二
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都

規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
ハ
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
、
第
七
項
」
を

「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
、
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
内

容
を
変
更
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

大
和
ハ
ウ
ス
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
東
四
番
三
十
三
号

二

変
更
前
の
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
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号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
庁
の
局
、
室
並
び
に
住
宅
政

策
本
部
、
教
育
庁
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
、
人
事
委
員
会
事

務
局
、
監
査
事
務
局
、
労
働
委
員
会
事
務
局
、
収
用
委
員
会
事
務

局
及
び
東
京
消
防
庁
の
窓
口
等
に
お
い
て
、
指
定
納
付
受
託
者
に

対
す
る
納
付
の
委
託
の
用
に
供
す
る
端
末
機
を
利
用
し
て
納
付
さ

れ
る
使
用
料
、
手
数
料
、
財
産
運
用
収
入
、
受
託
事
業
収
入
及
び

雑
入

三

変
更
後
の
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四

号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
庁
の
局
、
室
並
び
に
都
民
安

全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
、
教
育
庁
、
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
、
人
事
委
員
会
事
務
局
、
監
査
事
務
局
、
労
働
委
員
会
事
務

局
、
収
用
委
員
会
事
務
局
及
び
東
京
消
防
庁
の
窓
口
等
に
お
い
て
、

指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
納
付
の
委
託
の
用
に
供
す
る
端
末
機

を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
使
用
料
、
手
数
料
、
財
産
運
用
収
入
、

受
託
事
業
収
入
及
び
雑
入

四

変
更
日

令
和
七
年
十
一
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

種
類
及
び
名
称

線
街
路
第
百
三
十
五
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
関
町
北
一
丁
目
、
関
町
東
一
丁

目
、
関
町
東
二
丁
目
、
上
石
神
井
四
丁

目
、
石
神
井
台
七
丁
目
及
び
石
神
井
台

四
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

練
馬
区
関
町
東
一
丁
目
、
関
町
東
二
丁

目
、
上
石
神
井
四
丁
目
、
石
神
井
台
七

丁
目
及
び
石
神
井
台
四
丁
目
各
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
千
一
号

令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
二
号
（
東
京
都
建
築
安
全
条

例
に
お
け
る
既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
範
囲
等
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
一
条
の
二
（
外
壁

（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定

め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て

は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
外
壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大

規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

６

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
一
条
の
二
（
軒
裏

（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
条
例
第

八
条
の
二
十
一
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修

繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る

屋
根
及
び
外
壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大
規
模
の
修
繕
又
は

大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18420号）東 京 都 公 報令和7年10月31日（金曜日）３



令和7年10月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第18420号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

東
糀
谷
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

大
田
区
東
糀
谷
六
丁
目
八
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
二
戸

三
二
、
五
〇
〇
円

八
六
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七
八
戸

三
七
、
九
〇
〇
円

一
〇
〇
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
三
戸

四
四
、
三
〇
〇
円

一
一
七
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
四
、
一
○
○
円

一
四
三
、
一
〇
〇
円

東
糀
谷
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
二
、
五
〇
〇
円

八
六
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
九
〇
〇
円

一
〇
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
五
、
一
〇
〇
円

一
一
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

五
四
、
〇
〇
〇
円

一
四
三
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
一
戸

三
二
、
五
〇
〇
円

八
六
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
九
〇
〇
円

一
〇
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
四
、
三
〇
〇
円

一
一
七
、
六
〇
〇
円

白
鷺
一
丁
目
第
４
ア
パ
ー
ト

（
１９
号
棟
）

中
野
区
白
鷺
一
丁
目
十
二
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

二
九
、
一
〇
〇
円

九
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸

三
四
、
〇
〇
〇
円

一
一
六
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
〇
、
三
〇
〇
円

一
三
七
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
三
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
三
〇
〇
円

一
六
四
、
六
〇
〇
円

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

北
区
浮
間
三
丁
目
四
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

三
一
、
一
〇
〇
円

九
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

三
六
、
三
〇
〇
円

一
〇
五
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
三
、
〇
〇
〇
円

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１１
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

三
一
、
一
〇
〇
円

九
〇
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
三
〇
〇
円

一
〇
五
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
三
、
一
〇
〇
円

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
〇
〇
〇
円

同
右
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
一
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

東
糀
谷
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

大
田
区
東
糀
谷
六
丁
目

八
番

四
九
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
府
中

朝
日
町
商
業
施
設
計
画
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
案
に
係
る
見

解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
井
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
田

俊

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画

自
動
車
駐
車
場
の
設
置
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三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
府
中
市
朝
日
町
三
丁
目
八
番
一
号
他
に
位
置
す

る
計
画
地
に
、
商
業
施
設
の
建
築
及
び
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

四

評
価
書
案
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
及
び
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
見
解
の
概
要

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
都
民
の
意
見
が
五
件
、
事
業
段
階
関
係

市
長
か
ら
の
意
見
が
二
件
あ
り
、
意
見
の
内
容
は
、
大
気
汚
染
、

騒
音
・
振
動
、
廃
棄
物
、
温
室
効
果
ガ
ス
及
び
そ
の
他
で
あ
っ
た
。

事
業
者
は
各
意
見
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は

別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

見
解
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

府
中
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

府
中
市
宮
西
町
二
丁
目
二
十
四
番
地

府
中
市
役
所
「
お

も
や
」
三
階

イ

調
布
市
環
境
部
環
境
政
策
課

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
三
十
五
番
地
一

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階



令和7年10月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第18420号） ８



（第18420号）東 京 都 公 報令和7年10月31日（金曜日）９



令和7年10月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第18420号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
二
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
及
び
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
九
百

五
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
立
石
四
丁

目
及
び
立
石
七
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

利
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

利
島
全
域

三

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

八
丈
島
三
根
大
賀
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
三
号
の
区
域

三

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

八
丈
島
樫
立
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
四
号
の
区
域

三

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

八
丈
島
中
之
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号
の
区
域

三

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指

定
す
る
の
で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

八
丈
島
末
吉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

二

区
域

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
六
号
の
区
域

三

存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
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銃
器

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
東
京
都

告
示
第
千
三
百
四
号
で
告
示
し
た
奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期

間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区

二

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
境
八
百
五
十
六
番
地
先
の
国
道
四

百
十
一
号
線
と
小
河
内
ダ
ム
工
事
用
資
材
輸
送
路
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
点
よ
り
同
輸
送
路
を
南
西
方
に
進
み
、
同
輸
送
路
と

中
山
沢
の
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
沢
を
下
流
に
進

み
、
同
沢
と
多
摩
川
と
の
合
流
点
の
左
岸
交
点
に
至
り
、
同
点
よ

り
同
川
と
サ
ス
沢
と
の
合
流
点
の
左
岸
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り

標
高
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
サ
ス
沢
山
山
頂
に
至
る
頂
上
線
を
南

方
に
進
み
、
同
頂
上
線
と
奥
多
摩
湖
ダ
ム
右
岸
か
ら
サ
ス
沢
山
山

頂
に
通
ず
る
小
径
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
小
径
を
北
西

方
に
進
み
奥
多
摩
町
原
字
石
津
久
保
と
同
町
大
字
同
字
山
の
神
向

の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
境
界
線
を
南
西
方
に

進
み
、
奥
多
摩
湖
右
岸
管
理
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り

同
道
路
を
奥
多
摩
湖
上
流
に
向
か
っ
て
進
み
浮
橋
に
至
り
、
同
点

よ
り
奥
多
摩
周
遊
道
路
（
都
道
二
百
六
号
）
に
至
り
、
同
点
を
西

方
へ
進
み
三
頭
橋
右
岸
上
流
端
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
等
高
線
上

を
上
流
へ
進
み
、
金
風
呂
へ
と
続
く
小
径
を
経
て
、
東
京
都
西
多

摩
郡
奥
多
摩
町
と
山
梨
県
北
都
留
郡
小
菅
村
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
よ
り
同
境
界
線
を
北
西
方
に
進
み
、
国
道
百
三
十
九
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
線
を
北
東
方
に
進
み
、
奥
多
摩
湖

右
岸
管
理
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
道
路
を
北
西
方

に
進
み
、
東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
と
山
梨
県
北
都
留
郡
丹
波

山
村
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
境
界
線
を
北

東
方
に
進
み
、
国
道
四
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ

り
同
線
を
東
方
に
進
み
、
奥
多
摩
町
川
野
七
十
三
番
地
先
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
小
径
北
方
に
進
み
、
大
字
川
野
字
青
木
四
百
二
十
八

か
ら
四
百
七
十
四
を
経
て
雲
風
呂
橋
に
至
る
小
径
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
よ
り
同
小
径
を
北
方
に
進
み
、
雲
風
呂
橋
右
岸
橋
上
流

端
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
橋
を
渡
り
左
岸
橋
台
上
流
端
か
ら
町
道

小
河
内
峰
谷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
線
を
南
東
方
に

進
み
、
国
道
四
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
線

を
北
東
方
に
進
み
、
奥
多
摩
町
原
三
百
六
十
八
番
地
先
に
至
り
、

同
点
と
標
高
千
百
六
十
九
メ
ー
ト
ル
倉
戸
山
山
頂
に
至
る
頂
上
線

と
の
交
点
か
ら
、
同
頂
上
線
を
北
東
方
に
進
み
、
奥
多
摩
町
原
二

百
八
十
番
地
か
ら
倉
戸
山
山
頂
に
通
ず
る
小
径
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
小
径
と
大
麦
代
平
の
標
高
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
標
高
線
を
北
方
に
進
み
、
倉
戸
山
か

ら
国
道
四
百
十
一
号
線
の
大
麦
代
ト
ン
ネ
ル
に
至
る
頂
上
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
頂
上
線
を
東
方
に
進
み
、
同
頂
上
線

と
国
道
四
百
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
よ
り
同
線
を
東

方
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

三

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
奥
多
摩
湖
を
中
心
に
そ
の
周
辺
を
範
囲
と
し

て
い
る
。
湖
は
都
民
の
飲
み
水
で
重
要
な
施
設
で
あ
り
、
そ
の

環
境
は
当
然
、
良
好
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
区
域
は
都
心
か
ら
も
近
く
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど

近
郊
の
丘
陵
地
と
違
っ
た
山
の
自
然
体
験
が
で
き
る
場
所
で
も

あ
り
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
な
ど
の
大
型
哺
乳
類
は
も
と
よ
り
、
多

種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
国
内
希
少

野
生
動
物
の
ク
マ
タ
カ
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
森
林
鳥
獣
生
息

地
の
保
護
区
と
し
て
そ
の
保
全
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
奥
多
摩
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及

啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
東
京
都

告
示
第
千
三
百
五
号
で
告
示
し
た
大
島
泉
津
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期



令和7年10月31日（金曜日）東 京 都 公 報（第18420号） １４
間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

大
島
泉
津
鳥
獣
保
護
区

二

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

東
京
都
大
島
町
泉
津
福
重
九
百
五
十
五
番
地
先
の
聖
地
橋
右
岸

橋
脚
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
持
込
沢
右
岸
に
沿
っ
て
下
流
に
進

み
海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
海
岸
線
に
沿
っ
て
南
方
に
進
み

長
根
岬
を
経
て
同
町
差
木
地
奥
山
六
百
六
十
五
番
地
先
の
フ
ノ
ウ

カ
ラ

の
滝
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
滝
の
涸
沢
左
岸
に
沿
っ
て
西
方
に
進

み
都
道
大
島
循
環
線
と
の
交
点
に
至
る
。
更
に
同
所
か
ら
同
都
道

を
北
方
に
進
み
町
道
泉
津
湯
場
線
と
の
分
岐
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
都
道
を
北
方
に
進
み
東
京
都
立
大
島
公
園
入
口
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
都
道
を
北
方
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
一
円
の
区
域

三

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
大
島
中
央
部
に
位
置
す
る
三
原
山
東
部
斜
面

に
広
が
る
溶
岩
台
地
の
東
端
に
位
置
す
る
都
道
と
海
岸
線
に
囲

ま
れ
て
お
り
、
地
域
内
の
広
葉
樹
の
天
然
林
、
二
次
林
及
び
ク

ロ
マ
ツ
林
に
は
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
こ
の
な

か
に
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に

関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
お
い
て
国
内

希
少
野
生
動
植
物
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
オ
オ
タ
カ
や
ハ
ヤ

ブ
サ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
お
い
て
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
る
カ
ラ
ス
バ
ト
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

当
該
区
域
内
で
は
鳥
類
で
は
水
鳥
と
し
て
オ
オ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド

リ
、
ウ
ミ
ウ
、
ヒ
メ
ウ
、
ゴ
イ
サ
ギ
、
ク
ロ
サ
ギ
、
オ
オ
セ
グ

き
ん

ロ
カ
モ
メ
、
ウ
ミ
ネ
コ
な
ど
が
、
猛
禽
類
と
し
て
ミ
サ
ゴ
、
ト

ビ
、
オ
オ
タ
カ
、
ハ
イ
タ
カ
、
ノ
ス
リ
、
サ
シ
バ
、
ハ
ヤ
ブ
サ
、

チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
が
、
陸
鳥
と
し
て
ウ
ズ
ラ
、
コ
ジ
ュ
ケ
イ
、

カ
ラ
ス
バ
ト
、
キ
ジ
バ
ト
、
ヒ
ヨ
ド
リ
、
ア
カ
コ
ッ
コ
、
ウ
グ

イ
ス
、
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ア
オ
ジ
、
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
な

ど
、
十
五
目
三
十
六
科
八
十
九
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
哺
乳
類
で
は
中
型
哺
乳
類
と
し
て
ホ
ン
ド
イ
タ
チ
、

キ
ョ
ン
が
、
外
来
種
と
し
て
タ
イ
ワ
ン
ザ
ル
、
タ
イ
ワ
ン
リ
ス

の
五
目
八
科
十
一
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
の
確
保
と
創
出
を
目

指
し
、
豊
か
な
生
活
環
境
の
形
成
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
野

鳥
の
観
察
等
を
通
じ
た
環
境
教
育
活
動
の
場
に
資
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
八
条

第
一
項
に
基
づ
く
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
適
正
に
維
持
管
理
す
る

も
の
で
あ
る
。

㈢

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

来
園
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
大
島
町
や
関
係
機

関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及
啓

発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
東
京
都

告
示
第
三
百
七
十
九
号
で
告
示
し
た
上
野
恩
賜
公
園
鳥
獣
保
護
区
の

存
続
期
間
を
更
新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

鳥
獣
保
護
区
の
名
称

上
野
恩
賜
公
園
鳥
獣
保
護
区

二

鳥
獣
保
護
区
の
区
域

上
野
恩
賜
公
園
の
区
域

三

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
上
野
恩
賜
公
園
の
区
域
で
都
民
の
憩
い
の
場

と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
鳥
類
の
良
好
な
生

息
地
と
な
っ
て
い
る
。
区
域
内
に
は
、
ダ
イ
サ
ギ
、
ヨ
シ
ガ
モ
、

ウ
グ
イ
ス
等
の
鳥
類
の
ほ
か
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植



（第18420号）東 京 都 公 報令和7年10月31日（金曜日）１５

物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五

号
）
に
お
い
て
国
内
希
少
野
生
動
植
物
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

る
オ
オ
タ
カ
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

当
該
区
域
内
で
は
鳥
類
で
は
水
鳥
と
し
て
カ
イ
ツ
ブ
リ
、
カ

ワ
ウ
、
ゴ
イ
サ
ギ
、
ダ
イ
サ
ギ
、
コ
サ
ギ
、
ア
オ
サ
ギ
、
マ
ガ

モ
、
カ
ル
ガ
モ
、
コ
ガ
モ
、
ヨ
シ
ガ
モ
、
ヒ
ド
リ
ガ
モ
、
オ
ナ

ガ
ガ
モ
、
ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ
、
キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
、
バ
ン
、
オ
オ

バ
ン
、
ユ
リ
カ
モ
メ
、
セ
グ
ロ
カ
モ
メ
、
オ
オ
セ
グ
ロ
カ
モ
メ
、

き
ん

ウ
ミ
ネ
コ
、
カ
ワ
セ
ミ
な
ど
が
、
猛
禽
類
と
し
て
ト
ビ
、
オ
オ

タ
カ
が
、
陸
鳥
と
し
て
キ
ジ
バ
ト
、
ハ
ク
セ
キ
レ
イ
、
ヒ
ヨ
ド

リ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
ス
ズ
メ
、
ム
ク
ド
リ
、
ハ
シ

ブ
ト
ガ
ラ
ス
な
ど
、
十
三
目
二
十
四
科
五
十
五
種
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
哺
乳
類
で
は
二
目
四
科
四
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
鳥
類
の
良
好
な
生
息
地
の
確
保
と
創
出
を
目

指
し
、
豊
か
な
生
活
環
境
の
形
成
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
野

鳥
の
観
察
等
を
通
じ
た
環
境
教
育
活
動
の
場
に
資
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
八
条

第
一
項
に
基
づ
く
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
適
正
に
維
持
管
理
す
る

も
の
で
あ
る
。

㈢

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

来
園
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
台
東
区
や
関
係
機

関
と
の
連
携
を
図
り
、
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
係
る
普
及
啓

発
活
動
に
取
り
組
む
。

イ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を

指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

東
京
都
奥
多
摩
町
大
字
原
字
ぞ
う
ざ
す
十
四
番
地
の
三
先
の
あ

ず
ま
ト
ン
ネ
ル
東
側
入
口
を
起
点
と
し
て
、
同
地
点
か
ら
方
位
南

を
見
通
し
奥
多
摩
湖
南
岸
岬
奥
多
摩
町
大
字
川
野
字
山
な
し
千
四

百
七
十
四
番
地
先
の
管
理
道
路
に
達
し
、
同
地
点
か
ら
管
理
道
路

を
奥
多
摩
湖
上
流
に
向
か
っ
て
進
み
、
奥
多
摩
町
大
字
川
野
字
本

田
千
百
三
十
九
番
地
先
の
岬
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
方
位
北
を
見

通
し
奥
多
摩
湖
北
岸
奥
多
摩
町
大
字
川
野
字
麦
山
百
七
十
四
番
地

の
一
先
麦
山
橋
東
側
に
達
し
、
同
地
点
か
ら
国
道
四
百
十
一
号
線

を
東
方
に
進
み
、
奥
多
摩
町
大
字
川
野
字
麦
山
百
四
十
二
番
地
先

に
至
り
、
同
地
点
か
ら
小
径
を
北
方
に
進
み
、
同
町
大
字
川
野
字

い
ぬ
え
千
四
十
九
番
地
先
を
経
て
雲
風
呂
橋
に
至
る
小
径
と
の
交

点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
小
径
を
東
方
に
進
み
、
雲
風
呂
橋
右

岸
西
端
に
至
り
、
同
橋
を
渡
り
左
岸
東
端
に
至
り
、
同
地
点
か
ら

小
径
を
南
東
方
に
進
み
、
町
道
小
河
内
秩
父
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
地
点
か
ら
同
線
を
南
東
方
に
進
み
、
国
道
四
百
十
一
号
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
同
線
を
北
東
方
に
進
み
、
坂
本
ト
ン

ネ
ル
及
び
あ
ず
ま
ト
ン
ネ
ル
を
経
て
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た

一
円
の
区
域

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
完
成
し
た
多

摩
川
の
人
造
湖
で
あ
る
奥
多
摩
湖
の
中
央
部
に
位
置
し
て
お
り
、

か
ん

秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
、
更
に
水
源
涵
養
保
安

林
に
な
っ
て
い
る
。
地
域
一
帯
の
植
生
は
、
湖
の
周
囲
を
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
、
モ
ミ
等
の
針
葉
樹
林
や
ミ
ズ
ナ
ラ
、
コ
ナ
ラ
、
オ
オ

モ
ミ
ジ
等
の
広
葉
樹
林
が
囲
ん
で
お
り
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
が

生
息
し
て
い
る
。

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
、
奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区
特
別

保
護
地
区
は
、
オ
シ
ド
リ
や
カ
ワ
セ
ミ
を
始
め
と
す
る
水
鳥
や

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
お

い
て
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

や
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
ヌ
ワ
シ
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に

関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
お
い
て
、
国

内
希
少
野
生
動
物
種
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
オ
オ
タ
カ
や
ハ

ヤ
ブ
サ
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
の
良
好
な
生

息
地
と
し
て
特
に
重
要
な
区
域
と
な
っ
て
い
る
（
鳥
類：

三
十

七
科
百
一
種
、
獣
類
十
七
科
三
十
一
種
）
。
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こ
の
た
め
、
当
該
区
域
は
、
奥
多
摩
湖
鳥
獣
保
護
区
の
中
で

も
特
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
保
護
地

区
に
指
定
し
、
当
該
地
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

ア

法
に
基
づ
く
規
制
に
よ
り
、
鳥
獣
の
生
息
に
必
要
な
自
然

環
境
を
保
全
す
る
。

イ

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
引
き
続
き
当
該

地
域
に
生
息
・
繁
殖
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

ウ

入
山
者
に
よ
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
環
境
へ
の
影
響
を
必

要
最
小
限
に
す
る
た
め
、
東
京
都
の
職
員
や
鳥
獣
保
護
管
理

推
進
員
に
よ
る
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
奥
多
摩
町
や
関
係

機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
係
る
普

及
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
。

エ

指
定
の
十
年
後
に
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
変
化
等
を
把
握

す
る
た
め
調
査
を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
立
川
市
栄
町
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
千
三
十
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
立
川
市
栄
町
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
和
田
堀
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
七
年
十
一
月

一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
十
一
号

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号
（
東
京
都
の
指
定
金
融

機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

三
の
表
㈠
の
部
株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行
の
項
を
削
り
、
同

表
㈢
の
部
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

同
右

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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（第18420号）東 京 都 公 報令和7年10月31日（金曜日）２３
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18420号）東 京 都 公 報令和7年10月31日（金曜日）２５
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

練
馬
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

練
馬
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
十
月
か
ら
令
和
六
年
十
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

練
馬
区
（
中
村
一
丁
目
、
中
村
二
丁
目
及

び
豊
玉
北
六
丁
目
の
一
部
）
の
街
区
境
界

調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

練
馬
区
中
村
一
丁
目
、
中
村
二
丁
目
及
び

豊
玉
北
六
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

練
馬
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

練
馬
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
十
月
か
ら
令
和
六
年
十
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

練
馬
区
（
中
村
北
一
丁
目
、
中
村
北
二
丁

目
、
豊
玉
北
六
丁
目
及
び
向
山
一
丁
目
の

各
一
部
）
の
街
区
境
界
調
査
図
及
び
街
区

境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

練
馬
区
中
村
北
一
丁
目
、
中
村
北
二
丁
目
、

豊
玉
北
六
丁
目
及
び
向
山
一
丁
目
の
各
一

部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

荒
川
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

荒
川
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
八
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

荒
川
区
（
西
尾
久
二
丁
目
の
一
部
）
の
街

区
境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

荒
川
区
西
尾
久
二
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

荒
川
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

荒
川
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
八
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

荒
川
区
（
町
屋
二
丁
目
の
一
部
）
の
街
区

境
界
調
査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

荒
川
区
町
屋
二
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
日

街
区
境
界
調
査
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

江
東
区
に
お
け
る
街
区
境
界
調
査
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
街

区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

江
東
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
四
年
七
月
か
ら
令
和
七
年
三
月
ま
で
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三

成
果
の
名
称

江
東
区
（
枝
川
二
丁
目
）
の
街
区
境
界
調

査
図
及
び
街
区
境
界
調
査
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

江
東
区
枝
川
二
丁
目

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
十
月
二
日

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
野
市
川
辺
堀
之
内
土
地
区
画
整
理
組

合
理
事
長
阿
川
常
男
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
令
和
七
年
八
月
十
日
付

け
で
理
事
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住

所

阿
川

正
人

日
野
市
大
字
川
辺
堀
之
内
五
百
二
十
二
番
地

雑

報
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